
 

第１５回安城市福祉有償運送運営協議会 議事録 

 

日 時 
令和２年７月２０日（月）午後２時００分から 

午後２時３０分まで 

場 所 安城市役所本庁舎３階第１０会議室 

出席者 

【委 員】出席 ８名 
（原田委員、大見委員、野上委員、都築委員、築山委員、 
中川委員、植田委員、竹内委員） 
欠席 ３名 

（鈴木委員、神谷委員、野村委員） 
【その他】柴田氏（中部運輸局）、早川氏（社会福祉協議会） 
【事業者】安城市社会福祉協議会 １名 
【事務局】小林社会福祉課長、神谷社会福祉係長、山田 

○会長：原田委員、副会長：大見委員。 

 

議題 登録申請の協議について 

（説明：社会福祉協議会） 

  ２月の運営協議会において、更新申請の合意は取れていましたが、登録期間内

の更新手続きを失念しており、更新が不可能となりました。今回は新規登録とし

て合意を得る必要があるため、協議をお願いします。 

質疑 

（柴田氏） 

    対価として介助料はいただいていないということですが、その他に発生してい

る対価はありますか。 

  （社会福祉協議会） 

    利用者からは社会福祉協議会の賛助会費として、年１，０００円をいただいて

います。それを除けば、交通費＝運賃のみ請求しています。 

  （柴田氏） 

    ドライバーの人件費等についても、その中で賄っていますか。 

  （社会福祉協議会） 

    その通りです。 

（柴田氏） 

  運転者の中にドライバー専任の職員はいますか。 

（社会福祉協議会） 

    ７人中１人はドライバー専任です。 

（柴田氏） 

  １．５ｋｍまでの５００円の対価について、消費税増税に伴っての値上げなど、

変更はありますか。 



（社会福祉協議会） 

 対価の変更はありません。 

（柴田氏） 

   ドライバー専任以外の職員は、他に業務があるということでしょうか。 

 （社会福祉協議会） 

   専任以外の６人のうち、５人は介護福祉士としてヘルパー業務、１人は社会福

祉士として事務を担当しています。 

 

  以上の質疑を経て、社会福祉法人安城市社会福祉協議会の登録申請を認めること

となった。 

 

（柴田氏講評 要約） 

  今回、更新登録ではなく新規登録になったことで、運送者としての登録期間が２

年となります（更新登録の場合は３年）。次回は、変則的なタイミングでの更新申請

となるため注意をしていただきたいです。 

  また、新規登録扱いとなるため、今回登録免許税が発生してしまいます。 

  運送を行う事業者はもちろんのこと、事務局も事業者の申請状況について把握す

るようにしていただきたいです。 

 

その他 

  特になし 


